
  

 
  

 
 

 
 
 
 

相続等で取得した事業資産の登免税 

Ｑ：相続で取得した事業用資産に係る登録

免許税は必要経費に算入することができます

か？ 

 

Ａ：今年度から必要経費に算入することが

できるようになりました。 

【解説】 

相続等により取得した業務用資産に係る登

録免許税等は、従来は相続等による資産の取

得は業務の用に供するための取得ではなく、

また業務上で生じた費用でもないため、必要

経費には算入できないとされてきましたが、

贈与により取得したゴルフ会員権の名義書換

手数料が譲渡所得の計算上、取得費に該当す

るとする最高裁の判決を受けて、このたび、

所得税の基本通達が改正され、必要経費に算

入することができるとされました。 

また、登録免許税等が減価償却資産の取得

価額に算入されるかどうかの取扱いについて

も、次のように取り扱いがされることとなり

ました。 

①  業務の用に供する資産に係る登録免許税

等のうち、取得価額に算入しないものにつ

いては、必要経費に算入する。 

②  業務の用に供さない資産に係る登録免許

税等については、取得費に算入する。 

なお、これらの改正は、今年の１月１日以

後に取得する資産について適用されます。  
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